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(57)【要約】
　近距離場通信を用いて情報を交換するためのシステム
、方法及びコンピュータ・アプリケーションが開示され
る。１つの態様では、上記方法は、移動電話機（１２）
に関連づけられた近距離場通信（ＮＦＣ）アダプタ（５
２）を介して前記移動電話機（１２）から情報要求を送
信するステップを備える。次いで、前記情報要求に応じ
て前記ＮＦＣアダプタ（５２）により電子装置（６２）
から、情報が受信される。前記電子装置（６２）のＮＦ
Ｃタグが前記移動電話機（１２）の電子電話帳（２６）
に記憶される。前記ＮＦＣタグの記憶は自動的に行うか
、手作業で行うかの少なくともいずれかの態様で行うこ
とができる。前記電子電話帳（２６）に前記情報を最初
に記憶した後、両装置が通信の範囲内に存在するときに
前記移動電話機（１２）のユーザに通知するために、前
記移動電話機（１２）と、前記電子装置（５２）及びユ
ーザのうちの少なくともいずれかと、の間での将来の通
信によって（連絡先情報などの）ユーザフレンドリな指
定名が利用される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報を交換する方法であって、
　移動電話機（１２）に関連づけられた近距離場通信（ＮＦＣ）アダプタ（５２）を介し
て送信される情報要求を該移動電話機（１２）から送信するステップと、
　前記情報要求に応じて前記ＮＦＣアダプタ（５２）により電子装置（６２）から、ＮＦ
Ｃ信号である情報を受信するステップと、
　前記受信した情報の少なくとも一部を、前記移動電話機（１２）に関連づけられた電子
電話帳アプリケーション（２６）に記憶するステップと、
　を備え、
　前記電子電話帳（２６）は少なくとも１つの連絡先を含む
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記連絡先に関連づけられたＮＦＣタグが前記電子電話帳アプリケーション（２６）に
記憶されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＮＦＣタグは、前記電子装置（６２）か、該電子装置（６２）の関連ユーザかの少
なくともいずれかに関係する固有の情報を含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　要求を送信する前記ステップの前に、電子装置（６２）の存在と非存在の少なくともい
ずれかを確認するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　関連ユーザに対して、ユーザ可読フォーマットで前記移動電話機（１２）のディスプレ
イ（１４）上にクエリを表示するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　前記クエリに応じて、前記電子装置（６２）又は前記連絡先のうちの少なくとも一方を
表すユーザフレンドリな指定名に対応するユーザ入力を、前記移動電話機（１２）のユー
ザ入力装置から受信するステップをさらに含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記電子電話帳アプリケーション（２６）の中に前記ユーザ入力を記憶するステップを
さらに含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記受信した情報は前記電子装置に関連づけられた電話番号であることを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記受信した情報の少なくとも一部を記憶する前記ステップはユーザの干渉を受けるこ
となく自動的に行われることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　移動電話機（１２）であって、
　メモリ（２４）と、
　前記メモリ（２４）内に記憶された電子電話帳（２６）と、
　を備え、
　前記電子電話帳（２６）は、ユーザフレンドリな指定名と、対応する近距離場通信（Ｎ
ＦＣ）タグとを有する少なくとも１つのエントリを含み、
　前記ＮＦＣタグは、近距離場通信を介して電子装置（６２）から受信されたものである
　ことを特徴とする移動電話機（１２）。
【請求項１１】
　機械可読媒体に記憶されたコンピュータプログラムであって、該プログラムは、ＮＦＣ
タグを含む複数のエントリを有する複数の連絡先を含む電子電話帳（２６）として電子機
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器において使用するのに適したものであり、
　前記電子電話帳（２６）は、近距離場通信を介して電子装置（６２）から受信された前
記ＮＦＣタグを記憶することができる
　ことを特徴とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、近距離場通信（ニア・フィールド・コミュニケーション）タグを移動電話機
の電子電話帳アプリケーションに記憶するための方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば通信装置、移動電話機、パーソナル・デジタル・アシスタントなどのような電子
機器は、通常、セルラ電話機通信ネットワークと通信するようになされている。このよう
な電子機器は、種々の媒体での高度の通信をサポートするためにますますアダプタを装備
するようになっている。このような高度の通信媒体は、例えばブルートゥース、８０２．
１１、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、ＷｉＦｉ及びＷｉＭＡＸなどを含
むことができる。
【０００３】
　電子機器において現在実現されている他の通信媒体として近距離場通信（ＮＦＣ）があ
る。電子機器におけるＮＦＣインタフェースの利用は、（高周波識別（ＲＦＩＤ）カード
などの）非接触ＩＣカードの機能の場合と同様の機能を携帯機器に提供するものである。
さらに、ＮＦＣインタフェースが設けられた電子機器は、通常、無線周波数リーダとライ
タの少なくともいずれかとして動作して、他のＮＦＣ装置との通信を行うことが可能とな
っている。
【０００４】
　ＮＦＣインタフェースを備えた電子機器に関連する１つの問題点としてセキュリティ上
の問題がある。ＮＦＣインタフェースを備えた電子機器のユーザにとって、ＮＦＣによる
トランザクションがセキュリティ上安全であるかどうかを明確に理解することは一般に困
難である。ＮＦＣインタフェースを備えた電子機器に関連する別の問題点として、情報が
ＮＦＣ準拠装置の間で交換されるとき、この交換情報が本質的に技術的性質を有するもの
であり、ＮＦＣ装置のユーザには容易に理解できないものであるという点が挙げられる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＮＦＣ装置に関連する前述の欠点に鑑み、非技術的方法によってＮＦＣ装置を曖昧性な
く同定するメカニズムに対する強い要望が当技術分野において存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の１つの態様は、移動電話機が、近距離場通信（ＮＦＣ）タグを電子電話帳に記
憶するための改善された電子電話帳アプリケーションを備えるようにすることを目的とす
るものである。
【０００７】
　本発明の別の態様は、移動電話機がＮＦＣ準拠装置の近距離場通信の範囲内に存在する
とき、電子装置と関連するＮＦＣタグを移動電話機の電子電話帳に自動的に記憶すること
を目的とするものである。
【０００８】
　本発明の別の態様は、ＮＦＣタグと関連するユーザフレンドリな指定名（designation
）を提供して、移動電話機が通信状態にある電子装置を関連ユーザに認識させることであ
る。
【０００９】
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　本発明の別の態様は情報を交換する方法に関し、該方法は、移動電話機に関連づけられ
た近距離場通信（ＮＦＣ）アダプタを介して送信される情報要求を該移動電話機から送信
するステップと、前記情報要求に応じて前記ＮＦＣアダプタにより電子装置から、ＮＦＣ
信号である情報を受信するステップと、前記受信した情報の少なくとも一部を、前記移動
電話機に関連づけられた電子電話帳アプリケーションに記憶するステップと、を備える。
【００１０】
　本発明の１つの態様によれば、連絡先に関連づけられたＮＦＣタグが電子電話帳アプリ
ケーションに記憶される。
【００１１】
　本発明の１つの態様によれば、ＮＦＣタグは電子装置又は該電子装置の関連ユーザのう
ちの少なくとも一方に関係する固有の情報を含む。
【００１２】
　本発明の１つの態様によれば、要求を送信する前記ステップの前に、電子装置の存在と
非存在の少なくともいずれかが確認される。
【００１３】
　本発明の１つの態様によれば、関連ユーザに対して、ユーザ可読フォーマットで移動電
話機のディスプレイ上にクエリが表示される。
【００１４】
　本発明の１つの態様によれば、クエリに応じて、移動電話機のユーザ入力装置からユー
ザ入力が受信される。その場合、該ユーザ入力は、電子装置又は連絡先のうちの少なくと
も一方を表すユーザフレンドリな指定名に対応する。
【００１５】
　本発明の１つの態様によれば、ユーザ入力は電子電話帳アプリケーションに記憶される
。
【００１６】
　本発明の１つの態様によれば、受信した情報は電子名刺である。
【００１７】
　本発明の１つの態様によれば、電子名刺には、電子装置又は連絡先のうちの少なくとも
一方を表すユーザフレンドリな指定名が含まれる。
【００１８】
　本発明の１つの態様によれば、受信した情報は電子装置に関連づけられた電話番号であ
る。
【００１９】
　本発明の１つの態様によれば、受信した情報が記憶されたことをユーザ可読メッセージ
が確認する。
【００２０】
　本発明の１つの態様によれば、受信した情報の少なくとも一部がユーザの干渉を受ける
ことなく自動的に記憶される。
【００２１】
　本発明の１つの態様によれば、受信した情報の少なくとも一部を電子電話帳内の連絡先
と関連づけるように関連ユーザに促すステップが含まれる。
【００２２】
　本発明の別の態様は情報を交換する方法に関し、該方法は、移動電話機に関連づけられ
た近距離場通信（ＮＦＣ）アダプタを介して送信される情報要求を該移動電話機から送信
するステップと、前記情報要求に応じて前記ＮＦＣアダプタにより電子装置から、ＮＦＣ
信号である情報を受信するステップと、前記電子装置に関連する情報が前記移動電話機の
電子電話帳アプリケーションの中に先行して記憶されていたことを確認するステップと、
前記電子装置が前記移動電話機と通信可能に以前に結合された旨の表示を提供するステッ
プと、を備え、ユーザフレンドリな指定名が前記電子装置に関連づけられている。
【００２３】
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　本発明の１つの態様によれば、表示は、関連ユーザに対して移動電話機のディスプレイ
上に表示されるメッセージである。
【００２４】
　本発明の１つの態様によれば、移動電話機から電子装置へ情報が送信され、ユーザフレ
ンドリな指定名が送信中の少なくとも一部の時間の間、ディスプレイ上に表示される。
【００２５】
　本発明の１つの態様によれば、電子装置から移動電話機へ情報が受信され、ユーザフレ
ンドリな指定名が送信中の少なくとも一部の時間の間、移動電話機のディスプレイ上に表
示される。
【００２６】
　本発明の１つの態様によれば、受信した情報の少なくとも一部は、移動電話機に関連づ
けられた電子電話帳アプリケーションに記憶される。
【００２７】
　本発明の１つの態様によれば、電子装置に関連する情報が移動電話機の電子電話帳アプ
リケーションに予め記憶されていたことが移動電話機によって確認されると、情報がブル
ートゥース・プロトコルの中で移動電話機から電子装置へ送信される。
【００２８】
　本発明の別の態様は、メモリと、該メモリ内に記憶された電子電話帳であって、ユーザ
フレンドリな指定名と、対応する近距離場通信（ＮＦＣ）タグとを有する少なくとも１つ
のエントリを含む電子電話帳と、を備え、前記ＮＦＣタグは近距離場通信を介して電子装
置から受信されたものであるという、移動電話機に関する。
【００２９】
　本発明の別の態様は、機械可読媒体に記憶されたコンピュータプログラムであって、該
プログラムは、ＮＦＣタグを含む複数のエントリを有する複数の連絡先を含む電子電話帳
として電子機器において使用するのに適したものであり、前記電子電話帳は、近距離場通
信を介して電子装置から受信したＮＦＣタグを記憶することができるという、プログラム
に関する。
【００３０】
　本発明の１つの態様によれば、ユーザフレンドリな指定名がＮＦＣタグと関連付けられ
、このユーザフレンドリな指定名は電子電話帳に記憶される。
【００３１】
　本発明の別のシステム、装置、方法、特徴、及び利点は、以下の図面及び詳細な説明を
検証するとき当業者には明らかであり、あるいは明らかになる。すべてのこのような追加
のシステム、方法、特徴、及び利点が本説明の中に含まれ、本発明の範囲内に存在し、添
付の請求の範囲によって保護されることが意図されている。
【００３２】
　本明細書で使用される場合、「備える／備えている（comprise/comprising）」という
用語は、言及された特徴、整数、ステップ又はコンポーネントの存在を特定するために用
いられるが、これら以外の特徴、整数、ステップ、コンポーネント、又はこれらのグルー
プの存在又は追加を排除するものではない、という点に留意されたい。
【００３３】
　「電子機器」という用語は携帯用の無線通信機器を含むものとする。「携帯用無線通信
機器」という用語は、本明細書では以後、移動電話機、ページャ、コミュニケータ即ち電
子手帳、パーソナル・デジタル・アシスタント（ＰＤＡ）、携帯用通信装置、スマートフ
ォンなどのすべての機器を含む、移動無線端末を意味するものとする。
【００３４】
　本発明の上述の実施形態及びその他の実施形態について図面を参照しながら本明細書で
以下解説する。図面の構成要素（コンポーネント）は必ずしも縮尺どおりであるとはかぎ
らない。むしろ本発明の原理を明瞭に例示することの方が強調されている。同様に、１つ
の図面に描かれている要素（エレメント）及び特徴は追加の図面に描かれている要素及び
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特徴と組み合わせることができる。さらに、図面において、同じ参照番号はいくつかの図
を通じて対応する要素を指すものとする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　本発明は、本願において通信装置、移動電話機、及び携帯電話機と呼ばれることもある
電子機器１０が、近距離場通信（ＮＦＣ）タグを電子電話帳に記憶するために改善された
電子電話帳アプリケーションを備えるようにすることを目的とするものである。本発明の
１つの態様では、移動電話機がＮＦＣ準拠装置の近距離場通信の範囲内に在るとき、電子
装置に関連づけられたＮＦＣタグが移動電話機の電子電話帳に自動的に記憶される。本発
明の別の態様は、移動電話機が通信状態にある電子装置を関連ユーザに認知させるための
ユーザフレンドリな指定名を提供することである。
【００３６】
　図１を参照すると、本発明による電子機器１０が示されている。例示の実施形態では、
電子機器１０は移動電話機であり、移動電話機１０と呼ばれる。移動電話機１０は、「レ
ンガ」又は「ブロック」設計タイプのハウジングを有するものとして示されているが、本
発明の範囲から逸脱することなく、クラムシェル型のハウジングやスライド型ハウジング
のような別の種類のハウジングを利用してもよいことは理解できよう。
【００３７】
　図１に例示のように、電子機器１０は（点線によって同定される）ユーザインタフェー
ス１２を含むことができ、このユーザインタフェース１２によってユーザは、（例えば連
絡先の同定、連絡先の選択、電話呼の実行、電話呼の受信、ＮＦＣ関連の情報交換等の）
１以上の通信タスクを容易にかつ効率良く実行することが可能となる。電子機器１０のユ
ーザインタフェース１２には、一般に１以上の以下の部品、すなわち、ディスプレイ１４
、英数字キーパッド１６、ファンクションキー１８、ナビゲーションツール１９、スピー
カ２０、マイク２２のうちの少なくともいずれかが含まれている。
【００３８】
　移動電話機１０はディスプレイ１４を含む。ディスプレイ１４は、作動状態、時刻、連
絡先情報、種々のナビゲーションメニュー、１以上の機能の状態等のような情報をユーザ
に表示し、これらの情報によってユーザは移動電話機１０の種々の機能を利用することが
可能となる。ディスプレイ１４はまた、移動電話機１０によってアクセス可能なコンテン
ツの視覚的表示を行うために用いることができる。この表示コンテンツは、移動電話機１
０のメモリ２４（図２）の中にローカルに記憶されたものか、（例えば遠隔地にある記憶
装置、メールサーバ、遠隔地にあるパーソナルコンピュータ等の）移動電話機１０から離
れた遠隔地において記憶されたものかの少なくともいずれかの、Ｅメールメッセージ、オ
ーディオ、ビデオのうちの少なくともいずれかの表示を含むことができる。このような表
示は、例えば、ＮＦＣ関連の情報交換から、オーディオとビデオの少なくともいずれかの
ファイルを含む、Ｅメールメッセージを介して受信されるマルチメディアファイルから、
受信した移動体ラジオ信号とテレビ信号の少なくともいずれかの信号等から、得ることが
できる。移動電話機１０のスピーカ２０を用いてオーディオコンポーネントをユーザへ放
送することも可能である。或いは、ヘッドセットスピーカ（図示せず）を介してオーディ
オコンポーネントをユーザへ放送することも可能である。
【００３９】
　移動電話機１０は、種々のユーザ入力操作を提供するキーパッド１６をさらに含む。例
えば、キーパッド１６は、連絡先に関するユーザフレンドリな同定情報、Ｅメールアドレ
ス、配信リスト、電話番号、電話リスト、連絡先情報、覚え書きなどのような英数字情報
の入力を可能にする英数字キーを含むことができる。さらに、キーパッド１６は、一般に
、Ｅメールを送信したり、呼の開始や応答を行ったりするための「呼送信」キー、及び終
了用の「呼終了」や呼の「停止」キーのような特別のファンクションキーを含むことがで
きる。この特別のファンクションキーはまた、例えば一般に行われているように、様々な
電話機能、プロファイル、設定などを選択するためにディスプレイ１４に表示されるメニ
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ューを介してナビゲートするためのメニューナビゲーションキーを含んでもよい。移動電
話機１０に関連づけられた他のキーには、音量キー、オーディオミュートキー、電源オン
／オフキー、ウェブブラウザ開始キー、Ｅメールアプリケーション開始キー、カメラ・キ
ーなどを含むことができる。キー又はキー様の機能はまた、ディスプレイ１４に関連づけ
られるようなタッチスクリーンとして実現することも可能である。
【００４０】
　移動電話機１０には、呼の確立と、Ｅメールメッセージの送信と受信のうちの少なくと
もいずれかと、通常は別の移動電話機又は固定電話機である被呼／発呼装置との信号交換
と、のうちの少なくともいずれかを可能にする従来の呼回路も含まれる。しかし、被呼／
発呼装置は、別の電話機である必要はなく、ＮＦＣ準拠の電子装置、インターネットウェ
ブサーバ、Ｅメールサーバ、コンテンツ提供用サーバなどのような他の何らかの電子装置
であってもよい。
【００４１】
　図２を参照すると、移動電話機１０の機能ブロック図が示されている。移動電話機１０
は、移動電話機１０の機能及び動作の制御全体を実行するように構成された主制御回路３
０を含む。制御回路３０はＣＰＵ、マイクロコントローラ又はマイクロプロセッサのよう
な処理装置３２を含むものであってもよい。処理装置３２は、移動電話機１０の動作を実
行するために、制御回路３０の内部にあるか、メモリ２４のような個別メモリの中にある
かの少なくともいずれかにあるメモリ（図示せず）に記憶されたコードを実行する。処理
装置３２は一般に本願に開示される機能のすべてを実行するように作動する。
【００４２】
　メモリ２４は、例えば、バッファ、フラッシュメモリ、ハードドライブ、取り外し可能
媒体、揮発性メモリ、不揮発性メモリのうちの少なくともいずれかであってもよい。さら
に、処理装置３２は、移動電話機１０の種々の機能を行うコードを実行する。
【００４３】
　引き続き図１及び図２を参照すると、移動電話機１０には無線回路３６に結合されたア
ンテナ３４が含まれている。無線回路３６には、一般に行われているように、アンテナ３
４を介して信号の送受信を行う無線周波数送信機及び受信機が含まれる。移動電話機１０
は、セルラ電話ネットワークを介して音声通信、インターネット通信、Ｅメール通信のう
ちの少なくともいずれかの通信を行うために、一般に無線回路３６及びアンテナ３４を利
用する。移動電話機１０は、無線回路３６から送信／受信されたオーディオ信号を処理す
るためのサウンド信号処理回路３８をさらに含む。ユーザが移動電話機１０を介して聴取
し、通話できるようにするスピーカ２０とマイク２２とは、一般に行われているように、
サウンド処理回路３８に結合される。無線回路３６とサウンド処理回路３８とは個々に制
御回路３０に結合されて、動作全体を実行できるようにする。
【００４４】
　移動電話機１０には、制御回路３０に結合された前述のディスプレイ１４及びキーパッ
ド１６も含まれる。移動電話機１０はＩ／Ｏインタフェース４２をさらに含む。Ｉ／Ｏイ
ンタフェース４２は、移動電話機１０のベースに設けられたマルチエレメントコネクタの
ような一般的移動電話機用Ｉ／Ｏインタフェースの形のものであってもよい。一般に行わ
れているように、Ｉ／Ｏインタフェース４２を用いて移動電話機１０をバッテリ充電器と
結合して、移動電話機１０の内部の電力供給装置（ＰＳＵ）４４を充電することができる
。さらに、又は代替例において、Ｉ／Ｏインタフェース４２は、データケーブルなどを介
して移動電話機１０を有線の個人用ハンズフリーアダプタ、パーソナルコンピュータ又は
他の装置と接続する役割を果たすようにすることが可能である。移動電話機１０はまた、
計時機能を実行するタイマ４６を含むものであってもよい。このような機能には、呼の持
続時間を計時する機能、タイムスタンプ及び日付スタンプなどのコンテンツを生成する機
能、などが含まれてもよい。
【００４５】
　移動電話機１０は、デジタル写真撮影用カメラ４８のような種々の組み込み型アクセサ
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リを含むことができる。これらの写真に対応する画像ファイルをメモリ２４に記憶するこ
とが可能である。１つの実施形態では、移動電話機１０は、全地球測位システム（ＧＰＳ
）受信機、ガリレオ衛星システム受信機などの、位置データ受信装置（図示せず）を含む
ことも可能である。
【００４６】
　無線ヘッドセット、他の移動電話機、コンピュータなどのようなローカルに配置された
他の装置と無線通信を確立するために、移動電話機１０はローカルな無線インタフェース
・アダプタ５０を含むことができる。無線インタフェース・アダプタ５０は、移動電話機
１０と電子装置との間の通信を容易にするように動作可能である任意のアダプタであって
もよい。例えば、無線インタフェース・アダプタ５０は、ブルートゥース、８０２．１１
、ＷＬＡＮ、ＷｉＦｉ、ＷｉＭＡＸなどを利用する通信をサポートすることが可能である
。
【００４７】
　ＮＦＣ使用可能電子装置とＮＦＣ準拠電子装置等の少なくともいずれかのようなローカ
ルに配置された他の電子装置と近距離場通信（ＮＦＣ）を確立するために、移動電話機１
０はＮＦＣインタフェース・アダプタ５２をさらに含むことができる。本明細書で使用さ
れているように、「ＮＦＣ使用可能」及び「ＮＦＣ準拠」という用語は互換的に使用する
ことが可能であり、この用語は、１以上の近距離場通信プロトコルを用いて他の装置と通
信する能力を備えた装置を意味する。好適には、ＮＦＣインタフェース・アダプタ５２は
、１以上のＮＦＣ関連プロトコルと互換性があり、移動電話機１０が他のＮＦＣ使用可能
装置かＮＦＣ準拠装置かの少なくともいずれかとの通信が可能であることが望ましい。本
明細書で使用されているように、「近距離場通信」というフレーズ及びその頭字語「ＮＦ
Ｃ」には、高周波識別（ＲＦＩＤ）並びにその他の任意の近距離場通信プロトコルに関連
づけられる通信特性と通信機能のすべてが完全に含まれている。
【００４８】
　移動電話機１０はまた、（例えば３Ｇ、ＧＰＲＳなどの）広域通信システム（図示せず
）においても動作するように構成することができる。このシステムは単複のサーバを含む
ことが可能であり、該サーバは、移動電話機１０によって行われた、及び移動電話機１０
へ向けられた、少なくともいずれかによる、呼、インターネットアクセス、Ｅメールの少
なくともいずれかを管理するか、移動電話機１０への、及び移動電話機１０からの、少な
くともいずれかの（例えば画像ファイル、オーディオファイル、ビデオファイル等の）コ
ンテンツを送信するか、他の任意のサポート機能を実行するかの、少なくともいずれかを
行うものである。このサーバは、一般に、ネットワークと伝送媒体とを介して移動電話機
１０との通信を行う。この伝送媒体は、例えば、通信タワー、他の移動電話機、無線アク
セスポイント、衛星などを含む任意の適当な装置又はアセンブリであってもよい。ネット
ワークの一部は無線伝送路を含むことができる。
【００４９】
　図３は本発明による例示の近距離場通信システム６０を示す図である。システム６０は
移動電話機１０と電子装置６２とから構成される。電子装置６２はＮＦＣ機能を有する任
意の電子装置であってもよい。例えば、電子装置６２はパーソナル・デジタル・アシスタ
ント（ＰＤＡ）、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、移動電話機、腕時計、ペン、又は他
の通信装置であってもよい。移動電話機１０と電子装置６２とは、単一周波数の搬送波を
利用する電磁誘導に基づいて他のＮＦＣ装置と近距離場通信を実行するように適合される
。移動電話機１０と電子装置６２とによって用いられる搬送波の周波数は任意の適切な周
波数であってもよい。例えば、そのような１つの適切な周波数として１３．５６ＭＨｚが
あるが、この周波数は工業・科学・医療（ＩＳＭ）用の帯域の周波数である。
【００５０】
　当業者であれば理解できるように、近距離場通信とは、図３に例示のように、通信装置
間の距離“ｄ”が数十センチメートル以内であるとき達成できる通信を意味し、この近距
離場通信には、通信装置間又は通信装置のハウジング間での接触を介して達成される通信
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が含まれる。
【００５１】
　図３に示す通信システムはＩＣカードシステムとして用いることも可能であり、該ＩＣ
カードシステムでは、（移動電話機１０と電子装置６２などの）１以上のＮＦＣ準拠装置
はリーダ／ライタとして機能し、一方、残りの１以上のＮＦＣ準拠装置はＩＣカードとし
て機能する。一般に、ＮＦＣ準拠装置は、（アクティブモード及びパッシブモードなどの
）２つの通信モードでの通信を許可し、複数の送信レートでのデータ送信も許可する。
【００５２】
　パッシブモードでは、移動電話機１０は、該移動電話機が生成する電磁波に対応する搬
送波を変調して、電子装置６２へのデータ送信を行うようにすることができる。電子装置
６２は、一般に、移動電話機１０によって生成される電磁波に対応する搬送波を変調し、
次いでこの結果生じる情報をＮＦＣタグの形で移動電話機１０へ送信する。
【００５３】
　アクティブモードでは、移動電話機１０と電子装置６２の双方は自分で生成する電磁波
に対応する搬送波を変調して、（ＮＦＣタグなどの）情報の送信を行うようにする。電磁
誘導に基づく近距離場通信が実行されるとき、最初に通信を開始するために電磁波を出力
して、主導権をとると言うこともできる装置は開始側装置（initiator）と呼ばれる。開
始側装置はコマンドを通信相手へ送信し、次いで通信相手はコマンドに関連づけられた応
答を送信して、近距離場通信の確立を図る。開始側装置から受信したコマンドに対する応
答を送信する通信相手はターゲット装置と呼ばれる。例えば、移動電話機１０が電子装置
６２との通信を開始するために電磁波の出力を開始した場合、移動電話機１０が開始側装
置になり、電子装置６２がターゲット装置になる。
【００５４】
　パッシブモードでは、移動電話機１０は開始側装置であり、電磁波を出力し続ける。移
動電話機１０は、ターゲット装置である電子装置６２へデータを送信するために、自分で
生成した電磁波を変調する。電子装置６２は、開始側装置である移動電話機１０から出力
される電磁波に対してロード変調を実行し、移動電話機１０へ情報を送信する。
【００５５】
　アクティブモードでは、開始側装置である移動電話機１０が情報を送信する際に、移動
電話機１０は一般には電磁波を自分で出力することをまず開始して、生成された電磁波を
変調し、ターゲット装置、すなわち、電子装置６２へデータ送信を行うようにする。移動
電話機１０はデータ送信の終了後、電磁波の出力を停止することができる。ターゲット装
置である電子装置６２がデータを送信する際は、電子装置６２は電磁波を自分で出力する
ことを開始すると共に、開始側装置である移動電話機１０へデータを送信するために電磁
波の変調を行う。電子装置６２はデータ送信の終了後、電磁波の出力を停止することがで
きる。
【００５６】
　当業者であれば容易に理解できるように、上記解説は本質的に例示の性質を有するもの
であり、決して本発明の範囲を限定することを意図するものではない。同様に、当業者で
あれば容易に理解できるように、１つのＮＦＣ準拠装置から他のＮＦＣ準拠装置へ送信さ
れるＮＦＣタグは種々の情報を含むことができる。このような情報は、例えば、ＮＦＣア
ダプタに固有の数字又は識別子、電話番号、シリアル番号、モデル番号などを含むもので
あってもよい。
【００５７】
　本発明の態様は、（電子装置６２などの）電子装置のＮＦＣタグを電子電話帳に記憶す
るステップに関するものである。電子装置が移動電話機の近距離場通信の範囲内に存在す
るとき、この記憶ステップは自動的に行うことができる。さらに、この記憶ステップは手
動で行うか、自動と手動の少なくともいずれかの組み合わせで行うかの少なくともいずれ
かの態様で行うことも可能である。
【００５８】
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　図４に示すように、従来の電子電話帳７０は複数の連絡先を収納することができ、これ
ら連絡先の各々には種々のフィールドが含まれている。例えば、図４に示すように、従来
の電話帳７０には複数の連絡先が含まれている。これら連絡先の個々には１以上の関連す
るフィールドが含まれている。このようなフィールドは、例えば、エントリ番号、連絡先
名、及び１以上の電話番号、着信音、写真、Ｅメールアドレス、ホームアドレス、電子名
刺、等を含むものであってもよい。移動電話機のユーザは、日常的に電話帳機能を便利に
使用している。一般に、電子電話帳は、連絡先情報が電話帳の中へ入力された時点に基づ
いて連絡先を編成し、表示するか、あるいは、連絡先名に基づいてアルファベット順に編
成されるものである。
【００５９】
　図５を参照してわかるように、本発明の態様に従う例示の電子電話帳８０が示されてい
る。電子電話帳８０は、電話帳の個体群としての情報を従来方式で入力することが許され
る。例えば、ユーザは（連絡先名、電話番号、Ｅメールアドレス、名刺、等の）情報を手
作業により入力することができる。ユーザはまた、電子電話帳８０へダウンロードする情
報を含む（パーソナルコンピュータなどの）遠隔地にある装置と電子電話帳８０を電子的
に同期させることも可能である。
【００６０】
　電子電話帳８０はまた、１以上の連絡先と電子電話帳８０のエントリとの少なくともい
ずれかを配置させるために１以上の近距離場通信プロトコルを用いることも可能である。
近距離場通信を用いて、（ＮＦＣタグ、電話番号、連絡先情報、電子名刺、等の）情報の
交換を移動電話機１０と任意のＮＦＣ準拠装置との間で行うことも可能である。
【００６１】
　ＮＦＣタグを記憶する電子電話帳８０の例図が図５に示されている。上述のように、Ｎ
ＦＣタグが一般に技術的性質を本質的に有しているため、本発明の態様は、移動電話機１
０のユーザがＮＦＣ準拠装置の地理的範囲内に存在するとき、ＮＦＣタグを（連絡先情報
などの）ユーザフレンドリな情報と自動的に関連づけて、ユーザと装置の少なくともいず
れかの識別を容易にする処理に関するものとなる。いくつかのアプリケーションでは、電
子電話帳８０に記憶されたＮＦＣタグへのアクセスを電子電話帳８０のユーザに許すこと
が望ましくない場合がある。いくつかの高度に技術用のアプリケーションか、管理用のア
プリケーションかの少なくともいずれかのアプリケーションでは、電子電話帳アプリケー
ションの設計者は、電子電話帳８０に記憶されたＮＦＣタグへのアクセス権をユーザに提
供することが可能である（例えば、ユーザがＮＦＣタグをディスプレイ１４上で閲覧でき
るようになっていたり、ユーザがＮＦＣタグに基づいて連絡先情報を編成できるようにな
っていたりする、等）。
【００６２】
　本発明の態様に従う方法例８２が示されている。図３及び図６を参照すると、ステップ
８４において、移動電話機１０は、ＮＦＣ準拠装置が存在していることを確認し、近距離
場通信リンクを確立する。当業者であれば容易に理解できるように、ＮＦＣ準拠装置の存
在と非存在の少なくともいずれかを検出するための種々の方法が存在する。すべてのこの
ような方法は本発明の範囲に属するものである。
【００６３】
　ステップ８６において、例えば、情報要求が移動電話機１０から（電子装置６２などの
）ＮＦＣ準拠装置へ送信される。この要求は通常、移動電話機１０に関連づけられた（近
距離場アダプタ５２などの）ＮＦＣアダプタを介して送信される。応答が検出されるまで
要求を連続的に送信するか、他のＮＦＣ準拠装置の存在を自動的に確認するか、ユーザア
クションによる手作業によって開始するかの少なくともいずれかを行うことによって、上
記要求を自動的に送信することが可能である。
【００６４】
　ステップ８８において、（ＮＦＣアダプタ５２などの）移動電話機１０のＮＦＣアダプ
タ５２は、情報要求に応じてＮＦＣ準拠の電子装置から情報を受信する。この受信情報は
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ＮＦＣ信号の形の情報である。上記受信情報は、ＮＦＣタグ、電話番号、他の任意の所望
の情報のうちの少なくともいずれかを含むことができる。
【００６５】
　ステップ９０において、移動電話機１０は電話番号又は他の連絡先情報をＮＦＣ準拠装
置から受信する。当業者であれば容易に理解できるように、ステップ８８に応じて情報を
受信するステップは、ＮＦＣ準拠装置から受信する電話番号又は別の連絡先情報も含むこ
とが可能である。
【００６６】
　ステップ９２において、移動電話機は、電話番号又は別の連絡先情報が電子電話帳８０
に記憶されているかどうかの確認を行う。電話番号又は別の連絡先情報が電子電話帳８０
に記憶されていれば、ステップ９４において、電子電話帳はＮＦＣ準拠装置用のＮＦＣタ
グを記憶し、次いで、このＮＦＣタグをユーザフレンドリな連絡先情報と関連づける。
【００６７】
　同様に、電子電話帳８０は、電話番号又は別の連絡先情報が新しく受信されたＮＦＣタ
グとは別の関連するＮＦＣタグを持っていれば、前に記憶したＮＦＣタグを新しく受信し
たＮＦＣタグで上書きすることができる。このようにして、電子電話帳８０は、電話番号
に関連する最新のＮＦＣタグと、別の関連する連絡先情報との少なくともいずれかを保持
することになる。
【００６８】
　移動電話機１０が（図３に示されるような）他のＮＦＣ準拠装置の距離“ｄ”の中に入
ってくると、方法例８２が自動的に実行されることが望ましい。本方法は任意の所望のメ
カニズムによって開始することが可能である。例えば、応答が検出されるまで要求を連続
的に送信するか、他のＮＦＣ準拠装置の存在と非存在の少なくともいずれかを自動的に確
認するか、ユーザアクションによって手作業で開始するかなどの少なくともいずれかを行
うことによって、上記要求を自動的に送信することが可能である。
【００６９】
　ユーザからの干渉を受けることなく連続して方法例８２が実行されることも望ましい。
したがって、移動電話機１０が他のＮＦＣ準拠装置の距離“ｄ”の中に入ってくると、Ｎ
ＦＣ準拠装置に関連づけられたＮＦＣタグは電子電話帳８０に記憶され、電子電話帳８０
に含まれる１以上の連絡先に関連づけられることになる。したがって、ＮＦＣ準拠装置か
ら受信したＮＦＣタグは、将来の通信用としてユーザと装置の少なくともいずれかの識別
を容易にするユーザフレンドリな情報に関連づけられることになる。
【００７０】
　本発明の態様による別の方法例１００が図７に示されている。この方法１００は、２つ
のＮＦＣ準拠装置による情報交換を可能にするものである。
【００７１】
　ステップ１０２において、情報要求が移動電話機１０から送信され、そこで、該要求は
、移動電話機１０に関連づけられた近距離場通信（ＮＦＣ）アダプタ５２を介して送信さ
れる。応答が検出されるまで要求を連続的に送信するか、他のＮＦＣ準拠装置の存在を自
動的に確認するか、ユーザアクションによって手作業で開始するかの少なくともいずれか
を行うことによって、上記要求を自動的に送信することが可能である。
【００７２】
　ステップ１０４において、ＮＦＣアダプタ５３は、電子装置からの情報要求に応じて情
報を受信する。その場合、この受信情報はＮＦＣ信号である。この情報はＮＦＣタグ、電
話番号、又は他の任意の情報を含むものであってもよい。
【００７３】
　ステップ１０６において、ユーザ可読クエリがディスプレイ１４上に表示される。この
クエリは、ユーザ可読フォーマットの形で関連ユーザに対して移動電話機のディスプレイ
上に提示される。上記クエリに応答して、ユーザは一般にキーパッド１６からユーザ入力
を入力する。このようなユーザ入力は、一般に、電子装置と、連絡先との少なくとも一方
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を表すユーザフレンドリな指定名に対応するものとなる。このようなユーザフレンドリな
指定名には、典型的には、例えば、氏名、ニックネーム、頭字語、その他の証印(indicia
)のうちの少なくともいずれかが含まれることになり、移動電話機１０のユーザはこれら
のいずれかを使用して、ユーザと（電子装置６２などの）他のＮＦＣ準拠装置との少なく
ともいずれかを容易に参照できることになる。
【００７４】
　例えば、ＮＦＣタグが他のユーザと装置の少なくともいずれかの電話番号を含む場合、
ディスプレイは、電子電話帳アプリケーション８０内の連絡先リストへ電話番号を保存す
るように移動電話機１０のユーザに対して促すことができる。ユーザが電子電話帳アプリ
ケーション８０内の連絡先リストへ番号を保存することを決定した場合、ユーザは、連絡
先用として（名前、ニックネームなどの）ユーザフレンドリな指定名を入力するようにク
エリを受けることになる。
【００７５】
　同様に、ＮＦＣタグがユーザと装置の少なくともいずれかの電話番号を含んでいなけれ
ば、ディスプレイは、ＮＦＣの識別子を電子電話帳８０へ保存するように移動電話機１０
のユーザに対して促し、ユーザフレンドリな指定名、電話番号等のような情報を入力する
ためにディスプレイ上に１以上のグラフィック・ユーザスクリーンを提供することができ
る。
【００７６】
　ステップ１０８において、電子電話帳は、他のＮＦＣ準拠装置６２から受信した情報の
少なくとも一部を電子電話帳アプリケーション８０に記憶する。この記憶ステップ中に、
情報が電子電話帳８０に記憶された旨のメッセージをディスプレイ１４に表示することが
望ましい。
【００７７】
　好適には、（ユーザ入力などの）ユーザにより入力される連絡先情報が電子電話帳８０
によって用いられて、将来の通信時にＮＦＣ準拠装置を同定できることが望ましい。例え
ば、移動電話機１０が、電子電話帳アプリケーション８０に既に記憶されたＮＦＣ準拠装
置などへ歌を転送する場合、ディスプレイ１４は、歌の転送に先行する時間か、歌の転送
中の少なくとも一部の時間中かの少なくともいずれかの時間に、個人の連絡先の名称と装
置の少なくともいずれかを同定することになる。
【００７８】
　本発明の態様に従う別の方法例１５０が図８に示されている。
【００７９】
　ステップ１５２において、情報要求が移動電話機１０から送信される。その場合、この
要求は、移動電話機１０に関連づけられた近距離場通信（ＮＦＣ）アダプタ５２を介して
送信される。応答が検出されるまで要求を連続的に送信するか、他のＮＦＣ準拠装置の存
在を自動的に確認するか、ユーザアクションによって手動で開始するかの少なくともいず
れかを行うことによって、上記要求を自動的に送信することが可能である。
【００８０】
　ステップ１５４において、ＮＦＣアダプタ５３は電子装置６２からの情報要求に応じて
情報を受信する。その場合、この受信情報はＮＦＣ信号である。この情報は、ＮＦＣタグ
、電話番号、又は他の任意の情報を含むものであってもよい。
【００８１】
　ステップ１５６において、電子装置６２に関連する情報が移動電話機１０の電子電話帳
アプリケーション８０に以前に記憶されていることと、ユーザフレンドリな指定名が電子
装置６２に関連づけられていることとが確認される。
【００８２】
　ステップ１５８において、電子装置６２が以前に移動電話機１０と通信可能に結合され
たことがあることがユーザに表示される。この表示は任意の適切な表示メカニズムによる
ものであってもよい。例えば、この表示は、ディスプレイ１４に表示される（情報、クエ
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リ、状態、言明等の）メッセージであってもよい。このようなメッセージは、例えば、Ｎ
ＦＣタグに関連づけられた連絡先名がＡＮＮＡであったと仮定して、「おかえりなさい、
ＡＮＮＡ」、「ＡＮＮＡと連絡中」、「ＡＮＮＡとの情報交換をお望みですか？」などの
メッセージと、（ビープ音、発信音、歌などのような）耳に聞こえる指示との少なくとも
いずれかを含むことができる。この表示は、情報の転送開始に先行するある時間の間提供
されるか、移動電話機１０がＡＮＮＡという指定名に関連づけられた電子装置に接続され
ている時間全体の間提供されるか、あるいは、この表示は、移動電話機１０がＡＮＮＡと
いう指定名に関連づけられた電子装置に接続されている時間のほんの一部の時間中に提供
されるかの少なくともいずれかであってもよい。
【００８３】
　別の実施形態では、装置が電子電話帳に記憶されたことがあること、及び、（移動電話
機１０と電子装置６２などの）双方のＮＦＣ準拠装置が（無線ローカルエリアネットワー
ク、ブルートゥース、８０２．１１、ＷｉＦｉとＷｉＭＡＸ能力のうちの少なくともいず
れかのような）別の通信能力を有することが確認されると、ＮＦＣ準拠装置は、情報交換
を容易にする１以上のこのような他のプロトコルを利用することが可能となる。他の通信
プロトコルを利用することに関する利点は、近距離場通信リンクが必要とするような相互
の近接性を両装置が維持する必要がなくなることである。
【００８４】
　１つの発明の特定の諸実施形態を本書に開示した。当業者であれば、本発明が別の環境
において別の応用を有するものであることはすぐに認識できよう。実際、多くの実施形態
及び実施構成が可能である。以下の特許請求の範囲は、決して前記した特定の実施形態に
本発明の範囲を限定することを意図したものではない。さらに、「～のための手段(means
 for)」という記載は要素及び特許請求の範囲の「ミーンズ・プラス・ファンクション」
の解釈を喚起するものであるが、「～のための手段」という記載を特に使用していない要
素は、たとえ特許請求の範囲が「手段」という用語を含む場合でもミーンズ・プラス・フ
ァンクション要素として解釈すべきではない。本明細書は特定の順序で行われる方法ステ
ップを列挙するものではあるが、これらのステップは任意の順序で、又は同時に、実行可
能であることにも留意されたい。
【００８５】
　本発明のコンピュータプログラム要素はハードウェアと、（ファームウェア、常駐ソフ
トウェア、マイクロコードなどを含む）ソフトウェアとの少なくともいずれかの形で具現
化することができる。本発明は、コンピュータプログラム製品の形態をとりうるものであ
り、このコンピュータプログラム製品は、命令実行システムによって又は命令実行システ
ムに関連して利用される媒体に組み込まれた、コンピュータで使用可能な、又はコンピュ
ータ可読のプログラム命令、「コード」又は「コンピュータプログラム」を有する、コン
ピュータで使用可能な記憶媒体又はコンピュータ可読の記憶媒体により具現化することが
可能である。本文書の文脈において、コンピュータで使用可能な媒体又はコンピュータ可
読媒体とは、命令実行システム、設備又は装置により、又は、命令実行システム、設備又
は装置と共に使用される、プログラムを、収容し、記憶し、通信し、伝播し、又は転送で
きるあらゆる媒体であってもよい。コンピュータで使用可能な媒体、又は、コンピュータ
可読媒体は、例えば、電子的、磁気的、光学的、電磁的、赤外線の、又は半導体のシステ
ム、設備、装置、又はインターネットのような伝播媒体であってもよいが、これらに限定
されるわけではない。なお、コンピュータで使用可能な媒体又はコンピュータ可読媒体は
、プログラムが印刷された紙又は他の適切な媒体であってもよい。これは、例えば紙又は
他の媒体を光走査し、その後コンパイル、解釈又は適切な方法で処理を行ってプログラム
を電子的に取り込むことが可能であるからである。ここに述べたコンピュータプログラム
製品及び任意のソフトウェアやハードウェアとは、例示の実施形態において本発明の機能
を実行する種々の手段を形成するものである。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
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【図１】本発明の態様に従う電子機器を示す例示の概略図である。
【図２】本発明の態様に従う電子機器を示す例示の概略図である。
【図３】本発明の態様に従う例示の近距離場通信システムを示す例図である。
【図４】従来方式の電子電話帳アプリケーションである。
【図５】本発明の態様に従う例示の電子電話帳アプリケーションである。
【図６】本発明の態様に従う方法例を示すフローチャートである。
【図７】本発明の態様に従う方法例を示すフローチャートである。
【図８】本発明の態様に従う方法例を示すフローチャートである。

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年3月10日(2008.3.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報を交換する方法であって、
　移動電話機（１２）に関連づけられた近距離場通信（ＮＦＣ）アダプタ（５２）を介し
て送信される情報要求を該移動電話機（１２）から送信するステップと、
　前記情報要求に応じて前記ＮＦＣアダプタ（５２）により電子装置（６２）から、該電
子装置に関連づけられたＮＦＣタグを含む情報を受信するステップと、
　前記電子装置に関連づけられた前記ＮＦＣタグを、前記移動電話機に関連づけられた電
子電話帳アプリケーション（２６，８０）に記憶するステップと、
　を備え、
　前記電子電話帳アプリケーションは少なくとも１つの連絡先のための連絡先情報を含み
、前記電子装置に関連づけられた前記ＮＦＣタグは前記電子電話帳アプリケーションに記
憶された連絡先に関連づけられる
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ＮＦＣタグは、前記電子装置か、該電子装置の関連ユーザかの少なくともいずれか
に関係する固有の情報を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　要求を送信する前記ステップの前に、電子装置の存在と非存在の少なくともいずれかを
確認するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記電子電話帳アプリケーションの中に記憶された前記ＮＦＣタグに関連づけられた前
記電子装置がＮＦＣ通信範囲内に在る時に、関連ユーザに対して、ユーザ可読フォーマッ
トで前記移動電話機のディスプレイ（１４）上にクエリを表示するステップをさらに含む
ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記クエリに応じて、前記電子装置又は前記連絡先のうちの少なくとも一方を表すユー
ザフレンドリな指定名に対応するユーザ入力を、前記移動電話機のユーザ入力装置から受
信するステップをさらに含むことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記電子電話帳アプリケーションの中に前記ユーザ入力を記憶するステップをさらに含
むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記受信した情報は前記電子装置に関連づけられた電話番号も含むことを特徴とする請
求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＮＦＣタグを記憶する前記ステップはユーザの干渉を受けることなく自動的に行わ
れることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　移動電話機（１２）であって、
　メモリ（２４）と、
　前記メモリ（２４）内に記憶された電子電話帳（２６，８０）と、
　を備え、
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　前記電子電話帳は、ユーザフレンドリな指定名と、対応する近距離場通信（ＮＦＣ）タ
グとを有する少なくとも１つのエントリを含み、
　前記ＮＦＣタグは、近距離場通信を介して電子装置（６２）から受信されたものであり
、
　前記移動電話機は、前記電子装置がＮＦＣ通信範囲内に在る時に、前記移動電話機の関
連ユーザに対して前記ユーザフレンドリな指定名を表示するディスプレイを備える
　ことを特徴とする移動電話機（１２）。
【請求項１０】
　機械可読媒体に記憶されたコンピュータプログラムであって、該プログラムは、電子電
話帳アプリケーション（２６，８０）として電子機器（１２）において使用するのに適し
たものであり、該プログラムは、前記電子機器の中のメモリ（２４）にロードされて実行
された時に、前記電子機器に、
　前記電子機器に関連づけられた近距離場通信（ＮＦＣ）アダプタ（５２）を介して送信
される情報要求を該電子機器から送信し、
　前記情報要求に応じて前記ＮＦＣアダプタにより電子装置（６２）から、該電子装置に
関連づけられたＮＦＣタグを含む情報を受信し、
　前記電子装置に関連づけられた前記ＮＦＣタグを、前記電子電話帳アプリケーションに
記憶する
　ことを行わせ、
　前記電子電話帳アプリケーションは少なくとも１つの連絡先のための連絡先情報を含み
、前記電子装置に関連づけられた前記ＮＦＣタグは前記電子電話帳アプリケーションに記
憶された連絡先に関連づけられており、
　前記プログラムは、前記電子機器に、前記電子電話帳アプリケーションの中に記憶され
た前記ＮＦＣタグに関連づけられた前記電子装置がＮＦＣ通信範囲内に在る時に、関連ユ
ーザに対して、ユーザ可読フォーマットで前記電子機器のディスプレイ（１４）上にクエ
リを表示することを行わせる
　ことを特徴とするコンピュータプログラム。
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